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３ 構成と計画期間

(１) 計画の構成

計画の概要序章
本計画策定の趣旨や位置づけと役割、構成と計画期間、計画策定体制を

整理しています。

小川町の現況と課題１章
全国的な都市づくりの潮流や上位計画を背景に、小川町の現況特性及び

都市づくりに係る町民意向から都市づくりの課題を整理しています。

まちづくりの目標と将来都市構造（全体構想）２章
小川町が目指すまちづくりの理念及び将来フレームを定めた上で、それ

らを実現する将来都市構造を示しています。

分野別方針（全体構想）３章
現実の土地利用やあるべき姿とのバランスを考えながら、将来都市構造

の実現に向け、分野別の方針を整理しています。

地区別構想４章
町内を 6地区に分け、それぞれの地区

特性を活かしたまちづくりの方針を示

しています。

土地利用方針 交通網整備方針

都市施設整備方針 自然環境・景観の保全、活用方針

都市防災の方針

小川地区 大河地区

竹沢地区 八和田地区

みどりが丘地区 東小川地区

まちづくりの推進に向けて５章
まちづくりの具体化に向けた進め方や推進体制などを示しています。
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20 年）

基本構想

次期総合振興計画

くものとなっています

同時に改定作業

10 年後の平成

前期基本計画 後期基本計画
（5

マスタープラン

基本構想（10 年間
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４ 計画策定体制

都市計画マスタープランは、小川町都市計画マスタープラン策定委員会が中心となっ

て検討を行い、町が策定しました。また、策定過程では、都市計画審議会での審議、パ

ブリックコメント、地区別懇談会等による町民意向把握を並行して行いながら検討を進

めました。計画の策定体制は以下の通りです。

都市計画マスタープランの策定体制

都市計画審議会

諮問された計画案に対する

答申 等

町 長

計画の決定 等

町 民

・地区別懇談会

・町民アンケート

・パブリックコメント 等

小 川 町

小川町都市計画

マスタープラン

策定委員会
（関係課長で構成）

計画案の検討 等

庁内各課

施策評価の実施、内容の

個別調整 等

諮問

答申

意見

聴取


